
総括表の記載例

伊佐市長殿

税務署

総務 課　　給与 　係
氏名 伊佐　花子

電話（　0995　　）　××　－　××××

氏名 伊佐　一郎

電話（　0995　）　××　－　××××

①「報告人員の合計」欄で計上された人員に給与を支払った期間を記載してください。
②給与支払者の法人番号（個人事業主の場合は個人番号）を記載してください。

個人番号を記載する場合は、左側を１文字空けて記載してください。
③この報告書について応答する者の氏名、所属課、係名及びその電話番号を記載してください。
④税理士等が報告書を作成する場合に、報告書に関する問合せ先となる税理士等の氏名及び

電話番号を記載してください。
⑤１月１日現在において給与の支払をする事務所、事務所等から給与等の支払を受けている

者の総人員を記載してください。
⑥伊佐市に「給与支払報告書（個人別明細書）」を提出する者で、特別徴収の対象となるものの

人員を記載してください。
⑦伊佐市に「給与支払報告書（個人別明細書）」を提出する者で、普通徴収の対象となるものの

うち退職者の人員を記載してください。
⑧伊佐市に「給与支払報告書（個人別明細書）」を提出する者で、普通徴収の対象となるものの

うち退職者を除いた人員を記載してください。
⑨「特別徴収対象者」欄、「普通徴収対象者（退職者）」欄及び「普通徴収対象者（退職者を除く）」

欄の人員の合計を記載してください。
⑩月給、週給等及び毎月20日、毎週月曜日等と記載してください。
⑪次年度の個人住民税（市県民税・森林環境税）の特別徴収について、市から送付される納入書を

使用して納税する場合には、「必要」に〇をしてください。ネットバンキング等を利用する場合で、
納入書を使用しない場合には、「不要」に〇をしてください。
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総括表の印字内容に修正がある場合は、二重線で抹消し訂正してください。 「※」欄は記入しないでください。

関与税理士等の氏名
及 び 電 話 番 号

納 入 書 の 送 付 必要 ・ 不要

給 与 支 払 者 が
法人である場合
の代表者の氏名

所 轄
税 務 署 名

連絡者の氏名、
所 属 課 、 係 名
及 び 電 話 番 号

給与の支払方法
及 び そ の 期 日

月給
毎月20日

代表取締役　　伊佐　太郎
×××

人

同上の所在地

〒

イサシオオクチサト××

　伊佐市大口里×××番地
普通徴収対象者

（退職者を除く）

受 給 者
総 人 員

人

フ　リ　ガ　ナ 　××
事 業 種 目 製造

所得税の源泉徴収
をしている事務所
又 は 事 業 の 名 称  

報
 
告
 
人
 
員

特別徴収対象者 人

895-××××

人

報告人員の合計 人

フ　リ　ガ　ナ 普通徴収対象者
（退職者）

5 4 3

給 与 支 払 者 の
氏 名 又 は 名 称 株式会社　××

給与の支払期間   令和６年　１月分から     12月分まで

番号又は法人番号
2 1 0 1 2 3

給与支払者の個人
9 8 7 6

令和７年度（令和６年分）給与支払報告書（総括表）

新規
8765432

※

令和７年１月31日までに提出してください。

追加

訂正

特別徴収義務者指定番号 整理番号

令和　　 年　　 月　 　日提出 継続
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普通徴収申請書の記載例

■ 特別徴収をしなければならない事業所
常時３人以上の従業員に対して給与等の支払をする事業所

■ 特別徴収の例外（普通徴収該当）
普通徴収申請書にある「Ａ～Ｇ」７つの理由に該当する場合に限って、
普通徴収とすることができます。
（左図を参考に、申請書に記載をして提出をお願いします。）

■ 個人住民税特別徴収事務の流れ
個人住民税の特別徴収事務の流れは次のとおりです。

■ 提出・お問い合せ先
〒895-2511
　鹿児島県伊佐市大口里1888番地
　TEL　0995-23-1311（内線1186～1189）

　伊佐市役所　税務課　市民税係

≪ 特 別 徴 収 の 実 施 に つ い て ≫

　個人住民税・森林環境税の特別徴収とは、事業主 （給与支払者）が所得
税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から従業員の個人住民税を徴収
（給与天引き）し、納税義務者である従業員に代わって従業員の居住する
市町村に納入していただく制度です。
　（地方税法第321条の4及び各市町村の条例によって定められています。）
　
　個人住民税の特別徴収の納期は年１２回となるため、納税義務者（従業
員等）の納期１回あたりの負担税額は、普通徴収と比べて軽くなります。

（３人未満であっても所得税の源泉徴収義務者である場合は特別徴収しなければなりません。）

※総括表に記載した

「普通徴収」の報告人員

と同数となります。
特別徴収（給与天引き）の方法による納税のしくみ

従
業
員
の
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る
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務
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=
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（
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者
）
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者

=

従
業
員
（
給
与
所
得
者
）

① 給与支払報告書の提出

（翌年1月31日まで）

② 特別徴収税額の通知

（5月31日まで）

⑤ 税額の納入

（各月翌月10日まで）

③ 特別徴収税額通知書

の配付（5月31日まで）

④ 給与から徴収（天引き）

（6月から翌年5月まで）

２
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３
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株式会社 ○○××

○提出する給与支払報告書で普通徴収分

（特別徴収できない対象者）の個人別明

細書を提出される場合は、必ず普通徴収

申請書の提出が必要です。

○申請書の略号「Ａ～Ｇ」の申請理由に該

当が無い場合は特別徴収となります。

普通徴収申請者の個別明細書の「摘要欄」には、

必ずこの略号「Ａ～Ｇ」を記入してください。

総括表に記載した「普通徴収」

の報告人員と同数になります。

0 ３

（総括表）


